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（
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お
け
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（
四
）　
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お　

わ　

り　

に

は
　
じ
　
め
　
に

近
世
に
木
曽
福
島
に
設
置
さ
れ
た
関
所
の
代
官
と
し
て
、
同
地
域
一
帯
を
支
配
し
て

い
た
一
族
に
山
村
家
が
い
る
。
山
村
家
は
元
来
、
木
曽
地
域
の
豪
族
で
あ
っ
た
木
曽
義

昌
に
仕
え
て
い
た
一
族
だ
っ
た
が
、
秀
吉
政
権
下
で
義
昌
が
下
総
国
へ
移
封
と
な
る
と

「
良
由
公
日
記
」
に
み
る
木
曽
代
官
山
村
良
由
の
治
世
・
人
物
像

萱
　
場
　
真
　
仁

そ
れ
に
従
っ
て
同
地
へ
と
移
り
、
そ
の
後
病
を
理
由
に
初
代
良た

か

候と
き（

道
祐
）の
み
が
木
曽

へ
戻
っ
て
福
島
周
辺
の
管
理
を
担
っ
た
。
や
が
て
、
義
昌
の
子
義
利
が
不
行
跡
に
よ
り

領
地
を
召
し
上
げ
ら
れ
る
と
、
二
代
良た

か

勝か
つ

は
そ
の
ま
ま
下
総
国
に
留
ま
り
、
佐
倉
に
居

住
し
た
。
そ
し
て
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の
前
哨
戦
と
し
て
徳
川
家
康
が
中
山
道
を
攻
略
す

る
に
際
し
、
山
村
家
は
同
じ
く
木
曽
の
旧
臣
で
あ
っ
た
千
村
家
と
と
も
に
先
導
を
務

め
、
こ
の
功
に
よ
り
、
江
戸
幕
府
が
開
か
れ
た
後
に
家
康
か
ら
木
曽
福
島
関
所
を
守
る

代
官
を
命
じ
ら
れ
た
。
以
後
、
山
村
家
は
代
々
こ
の
任
に
当
た
る
こ
と
と
な
り
、
山
村

家
の
当
主
が
代
官
に
就
任
す
る
際
に
は
、
二
代
山
村
良
勝
の
通
称
で
あ
る
甚
兵
衛
の
名

が
継
承
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

な
お
、
元
和
元
年（
一
六
一
五
）八
月
一
〇
日
に
信
濃
国
筑
摩
郡
と
美
濃
国
恵
那
郡
に

ま
た
が
る
広
大
な
森
林
地
帯
で
あ
る
木
曽
山
が
家
康
の
九
男
義
直
に
与
え
ら
れ
る
と
、

山
村
家
に
も
そ
の
旨
が
直
接
伝
え
ら
れ
、
寛
文
五
年（
一
六
六
五
）正
月
一
四
日
に
上
松

役
所（
後
の
木
曽
材
木
役
所
）が
創
設
さ
れ
る
ま
で
、
同
地
に
お
け
る
木
々
の
伐
採
の
監
督

や
伐
採
時
期
の
調
整
は
同
家
が
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。

寛
文
期（
一
六
六
一
～
七
三
）の
尾
張
藩
林
政
改
革
に
よ
っ
て
上
松
役
所
が
設
置
さ
れ

（
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五
六

る
と
、
山
村
家
は
木
曽
山
に
お
け
る
材
木
の
伐
り
出
し
・
運
搬
の
管
轄
か
ら
離
れ
、
木

曽
谷
村
々
の
支
配
と
山
林
取
締
に
職
務
が
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
享
保
九
年

（
一
七
二
四
）に
は
、
福
島
上
之
段
に
尾
張
藩
の
立
合
役
所
が
設
け
ら
れ
、
木
曽
谷
村
々

の
支
配
は
藩
と
山
村
家
の
立
合
裁
許（
合
議
制
）と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
尾
張
藩
の

木
曽
谷
村
々
に
対
す
る
支
配
体
制
が
強
化
さ
れ
、
一
時
的
で
は
あ
る
が
、
同
地
に
対
す

る
山
村
家
の
権
限
は
縮
小
さ
れ
た
。
し
か
し
元
文
五
年（
一
七
四
〇
）、
上
之
段
の
立
合

役
所
が
上
松
の
木
曽
材
木
役
所
に
統
合
さ
れ
る
と
、
木
曽
谷
村
々
の
支
配
は
再
び
山
村

家
に
戻
る
こ
と
と
な
り
、
以
後
山
村
家
は
幕
末
に
至
る
ま
で
、
木
曽
材
木
役
所
と
と
も

に
同
地
の
支
配
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
近
世
を
通
じ
て
山
村
家
は
、
木
曽
福
島
関
所
の
代
官
と
し
て
幕
府
の

御
用
を
果
た
し
な
が
ら
も
、
尾
張
藩
に
よ
る
支
配
も
受
け
る
「
両
属
」
の
立
場
に
あ
り

続
け
た
。
従
来
こ
の
山
村
家
に
関
す
る
研
究
は
、
徳
川
義
親
氏
や
林
董
一
氏
、
所
三
男

氏
ら
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
両
属
」
性
の
問
題
や
そ
れ
に
起
因
す
る
幕
政
・
藩
政
内
に
お

け
る
同
家
の
位
置
づ
け
、
そ
し
て
木
曽
山
支
配
の
変
遷
を
中
心
に
検
討
さ
れ
て
き
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
新
見
吉
治
氏
は
、
山
村
家
の
知
行
・
職
制
を
分
析
し
た
う
え
で
、

明
治
維
新
期
に
こ
れ
ら
を
新
政
府
へ
返
還
す
る
過
程
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

さ
ら
に
、
山
村
家
に
関
す
る
研
究
で
貴
重
な
成
果
を
残
し
て
い
る
の
は
、
田
原
昇
氏

で
あ
る
。
田
原
氏
は
、
中
世
以
来
の
山
村
家
の
由
緒
や
前
述
の
「
両
属
」
性
の
問
題
を

考
察
し
た
う
え
で
、
木
曽
山
に
お
け
る
山
村
家
の
職
務
や
支
配
の
様
相
を
分
析
し
た
。

こ
の
な
か
で
田
原
氏
は
、
山
村
家
の
職
務
に
は
木
曽
谷
を
守
衛
す
る
関
所
番
と
し
て
の

側
面
と
同
地
を
支
配
す
る
木
曽
代
官
と
し
て
の
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

さ
ら
に
尾
張
藩
林
政
と
の
関
わ
り
で
は
、
山
村
家
が
そ
の
職
務
上
山
林
保
護
に
伴
う
山

見
廻
り
に
注
力
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
同
氏
に
よ
る
こ
れ
ら
の
成
果
は
、
前
述

の
幕
政
・
藩
政
内
に
お
け
る
山
村
家
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
う
え
で
極
め
て
重
要
で
あ

る
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
元
文
五
年
に
再
び
木
曽
谷
村
々
の
支
配
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
山
村
家

の
統
治
は
、
以
下
に
示
す
通
り
、
宝
暦
期（
一
七
五
一
～
六
四
）に
は
あ
る
程
度
回
復
し

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

〔
史
料
一
〕

　

宝
暦
四
年
正
月
十
五
日

一　
父
山
村
甚
兵
衛
儀
、
木
曽
谷
中
元
文
五
申
年
復
先
規
一
円
ニ
御
預
被
遊
候
、

以
来
追
々
風
儀
も
宜
、
諸
事
精
密
ニ
取
計
別
而
裁
許
行
届
候
段
、
御
機
嫌
思
召

候
旨
、
御
意
之
趣
年
寄
中
申
伝
之
、

〔
史
料
一
〕
は
、
九
代
代
官
と
し
て
木
曽
谷
を
支
配
し
て
い
た
山
村
良た

か

由よ
し

の
事
蹟
を

ま
と
め
た
史
料
の
一
部
で
あ
り
、
冒
頭
で
「
父
山
村
甚
兵
衛
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

前
代
の
山
村
良た

か

啓ひ
ら

の
こ
と
を
指
す
。

山
村
良
啓
は
、
も
と
も
と
正
徳
元
年（
一
七
一
一
）に
山
村
家
の
末
家
で
あ
る
江
戸
山

村
家
に
生
ま
れ
、
そ
の
出
自
か
ら
江
戸
の
旗
本
や
大
名
た
ち
と
俳
諧
を
通
じ
て
独
自
の

関
係
性
を
構
築
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
延
享
三
年（
一
七
四
六
）正
月
に
、
本
家
に
相
続
者
が
い
な
か
っ
た
た
め
木
曽

代
官
山
村
家
を
相
続
し
、
天
明
六
年（
一
七
八
六
）一
二
月
に
病
没
し
た
。
一
方
、
そ
の

子
で
あ
る
山
村
良
由
は
、
寛
保
二
年（
一
七
四
二
）三
月
に
良
啓
の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
、

尾
張
藩
に
招
か
れ
た
儒
者
細
井
平
洲
ら
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
木
曽
代
官
の

な
か
で
も
と
り
わ
け
学
問
的
素
養
が
高
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
山
村
家
歴
代

の
な
か
で
も
、
豊
富
な
知
識
を
背
景
に
木
曽
地
域
を
統
治
し
た
名
君
と
し
て
扱
わ
れ
る

こ
と
が
多
く
、
号
で
あ
っ
た
「
蘇
門
」
の
名
で
今
な
お
顕
彰
が
み
ら
れ
る
人
物
で
も
あ

る
。し

か
し
、
良
由
の
木
曽
地
域
に
お
け
る
治
世
の
あ
り
方
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
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五
七

は
、
伝
承
や
顕
彰
事
業
の
な
か
で
流
布
さ
れ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
こ
れ

ま
で
同
時
代
の
史
料
に
基
づ
い
た
分
析
が
十
分
に
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
従

来
、
史
料
に
基
づ
い
て
山
村
良
由
の
分
析
を
加
え
た
の
は
、
管
見
の
限
り
林
董
一
氏

の
み
で
あ
る
。
林
氏
は
本
稿
で
検
討
対
象
と
す
る
「
良
由
公
日
記
」（
林
一
七
一
八
）の
記

事
を
い
く
つ
か
挙
げ
、
尾
張
藩
政
上
に
お
け
る
山
村
家
の
位
置
に
つ
い
て
考
察
を
加
え

て
い
る
。
ま
た
後
述
す
る
通
り
、
天
明
飢
饉
時
に
お
け
る
山
村
家
に
よ
る
領
民
救
済
の

記
事
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
尾
張
藩
の
な
か
に
お
け
る
山
村
家
の
位
置
を

検
討
す
る
目
的
で
日
記
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
山
村
良
由
が
木
曽
の
代
官
と

し
て
ど
の
よ
う
に
地
域
支
配
を
お
こ
な
っ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
や
は
り

不
十
分
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
、
山
村
良
由
に
よ
る
地
域
支
配
の
実

態
を
考
察
し
な
い
ま
ま
、
木
曽
代
官
を
「
家
督
相
続
の
際
、
そ
の
旨
申
し
渡
さ
れ
る
に

過
ぎ
な
か
っ
た
」
と
評
価
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。そ

こ
で
本
稿
で
は
、
林
政
史
研
究
所
が
所
蔵
す
る
「
良
由
公
日
記
」
の
分
析
を
通
じ

て
、
代
官
山
村
良
由
に
よ
る
木
曽
地
域
の
支
配
の
あ
り
方
や
良
由
自
身
の
人
物
像
に
迫

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
な
お
、
後
述
す
る
通
り
、
山
村
良
由
の
名
は
時
期
や
文
献
な

ど
に
よ
っ
て
「
蘇
門
」
や
「
甚
兵
衛
」「
伊
勢
守
」
等
の
名
が
み
ら
れ
る
が
、
本
稿
で

は
原
則
と
し
て
諱
で
あ
る
「
良
由
」
で
統
一
す
る
。

一
　
山
村
良
由
の
事
蹟

は
じ
め
に
、
本
稿
で
検
討
の
中
心
と
な
る
山
村
良
由
に
つ
い
て
、
簡
単
に
そ
の
来
歴

を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
山
村
良
由
の
来
歴
や
事
蹟
は
、
安
政
四
年（
一
八
五
七
）に
尾

張
国
に
お
け
る
諸
名
家
の
事
蹟
を
編
纂
・
収
録
し
た
「
尾
張
名
家
誌
」
の
な
か
に
も
み

（
13
）（
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）

ら
れ
、
そ
の
記
述
は
以
下
の
通
り
と
な
っ
て
い
る
。

〔
史
料
二
〕

山
村
良
由
、
字
君
裕
又
子
榕
、
號
蘇
門
、
居
曰
清
音
楼
、
通
称
三
郎
右
衛
門
、
信

濃
福
島
邑
主
也
、
世
監
関
門
、
蘇
門
天
資
頴
悟
、
好
読
書
、
甫
十
歳
、
昼
夜
手
不

釈
巻
、
侍
医
恐
其
生
疾
、
陰
告
其
父
而
止
之
、
蘇
門
悲
恨
不
食
、
侍
医
大
驚
、
遽

復
告
以
従
所
好
、
先
是
三
村
季
昆
侍
医
東
游
、
受
学
於
熊
耳
、
頗
善
詩
章
、
蘇
門

就
之
学
、
而
季
昆
方
鋭
意
乎
医
術
、
不
暇
于
侍
読
、
蘇
門
自
奮
力
学
、
既
而
従
父

朝
于
江
戸
、
委
贄
於
熊
耳
、
亡
戴
帰
于
福
島
、
勤
学
愈
励
、
至
殆
廃
寝
食
、
観
於

山
水
、
猟
於
原
野
、
亦
必
袖
書
自
随
、
息
焉
則
出
以
読
之
、
及
有
難
義
、
輙
抄
録

之
、
遥
問
之
熊
耳
、
熊
耳
亦
感
其
篤
志
、
剖
析
以
答
焉
、
因
其
学
益
進
、
幾
数
歳
、

其
臣
石
作
駒
石
、
游
於
南
勢
、
師
事
於
南
宮
大
湫
、
業
就
而
還
、
蘇
門
輿
之
倶
日

夜
切
磋
、
引
発
不
已
、
時
熊
耳
既
没
、
因
通
書
於
大
湫
、
及
江
村
北
海
、
学
亦
大

進
、
及
其
襲
封
励
精
為
治
、
家
旧
多
負
債
、
以
邑
入
之
半
充
息
、
而
不
給
蘇
門
患

之
、
夙
夜
思
償
之
之
方
、
不
寝
以
達
旦
者
、
数
焉
或
謂
曰
、
宿
債
多
矣
、
子
縦
窮

終
身
之
力
、
豈
能
一
洗
之
也
哉
、
徒
耗
精
神
以
媒
病
根
、
甚
非
所
以
守
宗
祀
也
、

蘇
門
不
聴
曰
、
皮
之
不
存
、
毛
安
伝
、
用
之
不
足
、
臣
民
胡
済
、
愈
益
力
倹
約
、

於
是
負
債
旋
減
、
然
所
餘
尚
多
、
時
駒
石
為
計
長
、
乃
召
諸
債
主
、
告
曰
、
吾
主

推
赤
心
、
射
力
倹
約
、
以
救
臣
民
、
而
用
猶
不
足
、
郷
等
徒
責
不
可
得
之
積
、
阻

主
之
仁
焉
、
貞
禍
不
取
也
、
非
独
貞
不
取
也
、
豈
亦
郷
等
之
意
哉
、
債
主
聞
之
、

各
自
感
奮
、
挙
析
券
、
且
別
納
貨
以
助
之
、
至
此
十
数
年
之
債
、
一
旦
如
洗
、
用

乃
足
、
前
置
啄
者
嘿
然
也
、
天
明
中
歳
大
餓
岐
岨
尤
甚
蘇
門
深
患
之
、
親
自
将
有

司
巡
行
邑
中
、
頒
銭
穀
以
救
之
、
窮
民
頼
以
免
死
者
甚
衆
、
翌
年
適
江
戸
、
謁
明

公
於
市
谷
邸
、
公
特
賜
貴
之
、
是
歳
蘇
門
致
仕
、
嗣
子
襲
封
、
公
使
蘇
門
留
于
尾

府
輔
政
、
居
頃
之
、
従
公
赴
于
江
戸
、
用
事
于
市
谷
官
邸
、
十
年
所
、
時
公
更
定

（
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五
八

汯
令
、
多
所
匡
正
蘇
門
皆
輿
有
力
焉
、
寵
遇
日
隆
、
寛
政
甲
寅
叙
従
五
位
下
、
任

伊
勢
守
、
戌
午
以
疾
辞
職
、
公
殊
惜
之
、
国
老
亦
皆
止
之
、
使
強
起
視
事
、
蘇
門

籍
謂
曰
、
人
知
止
不
殆
、
是
我
可
退
之
秋
矣
、
因
称
病
篤
、
公
乃
不
得
已
尤
之
、

特
賜
養
老
禄
、
以
優
焉
、
蘇
門
退
居
芝
邸
、
可
一
年
、
邸
災
因
移
住
于
墨
水
別
荘

既
而
帰
于
岐
岨
、
営
幽
栖
、
引
水
樹
松
以
自
嫌
云
蘇
門
在
江
戸
之
曰
、
遊
於
幕
士

某
所
、
主
人
以
為
蘇
門
生
長
岐
岨
、
頗
粗
鄙
心
軽
侮
之
謂
曰
子
嘗
住
于
山
中
、
必

善
灸
栗
之
方
、
望
為
吾
一
灸
之
、
蘇
門
徐
答
曰
、
諾
乃
命
使
運
炭
一
苞
栗
一
石
、

熾
炭
投
栗
其
中
、
以
鐏
撹
之
、
爆
々
有
聲
、
散
乱
于
席
上
、
其
謄
略
概
如
此
、
文

政
六
年
癸
未
正
月
廿
四
日
卒
、
享
年
八
十
一
、
葬
于
福
島
興
禅
寺
、
所
著
有
清
書

楼
集
詩
韻
兒
解
、
行
于
世
、（
読
点
は
原
文
マ
マ
）

文
章
そ
の
も
の
が
漢
文
調
の
た
め
や
や
難
解
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
み

る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

山
村
良
由
は
字
が
君
裕
も
し
く
は
子
榕
、
号
は
蘇
門
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
居
所
の
名

前
を
冠
し
た
清
音
楼
や
通
称
で
あ
る
三
郎
右
衛
門
を
名
乗
る
こ
と
も
あ
り
、
信
濃
国
福

島
村
の
領
主
で
あ
っ
た
。
幼
い
こ
ろ
の
良
由
は
学
問
を
好
み
、
本
を
片
時
も
離
さ
な

か
っ
た
た
め
、
侍
医
が
健
康
上
影
響
の
あ
る
こ
と
を
恐
れ
て
父
良
啓
に
こ
れ
を
止
め
さ

せ
た
と
こ
ろ
、
良
由
が
悲
嘆
に
暮
れ
て
食
事
を
絶
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
そ
れ
以
来
良

由
の
好
き
な
よ
う
に
さ
せ
た
と
い
う
。
父
が
江
戸
に
赴
い
た
際
に
は
大
内
熊
耳
に
師
事

し
、
さ
ら
に
自
身
に
仕
え
て
い
た
石
作
駒
石
や
伊
勢
の
南
宮
大
湫
ら
に
も
学
び
、
生
涯

に
わ
た
っ
て
学
問
の
研
鑽
を
積
ん
だ
。

代
官
と
し
て
そ
の
任
に
当
た
っ
て
い
た
時
期
に
は
、
山
村
家
に
残
る
負
債
が
大
き
な

問
題
と
し
て
良
由
を
日
夜
悩
ま
せ
て
い
た
。
良
由
は
自
ら
倹
約
に
努
め
た
が
、
そ
れ
で

も
な
お
負
債
は
減
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
石
作
駒
石
が
貸
主
で
あ
る
商
人
た
ち
を

集
め
、
良
由
自
ら
が
倹
約
に
努
め
て
い
る
こ
と
を
訴
え
説
得
し
た
と
こ
ろ
、
貸
主
た
ち

は
そ
れ
に
感
じ
入
り
、
本
来
納
め
る
も
の
と
は
別
の
金
銭
を
納
入
し
て
こ
れ
を
助
け
た

と
い
う
。
ま
た
、
天
明
飢
饉
の
際
に
は
良
由
自
ら
が
領
内
を
廻
り
、
米
穀
や
金
銭
を
頒

布
し
て
領
民
た
ち
を
救
済
し
た
。

そ
の
翌
年
、
江
戸
市
ヶ
谷
の
尾
張
藩
邸
に
お
い
て
徳
川
宗
睦（
明
公
）に
拝
謁
し
た

際
、
宗
睦
は
特
別
な
下
賜
を
良
由
に
与
え
、
さ
ら
に
同
年
、
良
由
は
代
官
職
を
辞
し
て

そ
れ
を
嗣
子
に
継
が
せ
た
。
徳
川
宗
睦
は
尾
張
藩
政
の
補
助
役
に
良
由
を
就
か
せ
、
宗

睦
が
江
戸
に
赴
く
際
、
良
由
は
そ
れ
に
従
い
市
ヶ
谷
の
藩
邸
に
て
務
め
を
果
た
し
て
い

た
。
宗
睦
が
良
由
を
用
い
る
こ
と
は
十
数
年
に
お
よ
び
、
そ
の
間
に
良
由
は
ま
す
ま
す

寵
遇
さ
れ
て
い
っ
た
。

寛
政
六
年（
一
七
九
四
）に
は
従
五
位
下
に
叙
任
さ
れ
伊
勢
守
と
な
る
が
、
寛
政
一
〇

年
に
病
を
理
由
に
惜
し
ま
れ
な
が
ら
も
職
を
辞
し
た
。
そ
の
後
は
一
年
ほ
ど
芝
の
屋
敷

に
い
た
が
、
災
禍
に
よ
り
屋
敷
を
失
う
と
、
木
曽
へ
と
ま
た
戻
っ
て
い
っ
た
。
な
お
、

良
由
が
ま
だ
江
戸
の
屋
敷
に
い
た
こ
ろ
、
あ
る
幕
臣
が
良
由
を
訪
ね
て
き
て
、
良
由
を

田
舎
育
ち
の
者
と
愚
弄
し
て「
あ
な
た
は
き
っ
と
栗
の
焼
き
方
が
上
手
い
だ
ろ
う
か
ら
、

ぜ
ひ
私
に
も
焼
い
て
ほ
し
い
」
と
述
べ
た
。
良
由
は
こ
れ
を
受
け
、
炭
と
栗
を
大
量
に

持
っ
て
来
さ
せ
た
う
え
で
、
平
然
と
し
た
顔
で
熾
火
の
な
か
に
そ
れ
ら
を
入
れ
た
。
す

る
と
、
栗
が
大
き
な
音
を
立
て
て
席
上
に
散
乱
し
、
幕
臣
は
大
い
に
驚
い
た
と
い
う
。

そ
し
て
、
良
由
は
文
政
六
年（
一
八
二
三
）正
月
二
四
日
に
八
一
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
そ

の
亡
骸
は
、
木
曽
福
島
に
あ
る
興
禅
寺
に
葬
ら
れ
て
い
る
。

山
村
良
由
の
事
蹟
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
は
、
こ
の
他
に
も
「
蘇
門
山
村
公
墓
碣
」

等
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
記
述
で
も
共
通
し
て
い
る
点
は
、
①
良
由
が
学
問
の
研
鑽
を

生
涯
に
わ
た
っ
て
積
ん
で
い
た
こ
と
、
②
木
曽
代
官
と
し
て
山
村
家
の
財
政
整
理
を
お

こ
な
っ
た
り
、
天
明
飢
饉
時
に
木
曽
の
領
民
た
ち
を
救
済
し
た
り
し
た
こ
と
、
③
代
官

を
辞
し
た
後
に
尾
張
藩
政
を
司
る
役
職
に
就
い
た
こ
と
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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五
九

①
に
つ
い
て
は
、
良
由
の
編
著
で
『
暢
情
集
』
や
『
清
音
楼
集
』
な
ど
の
漢
詩
文
集

が
著
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
細
井
平
洲
ら
と
の
書
簡
が
今
な
お
代
官
屋
敷
に
残
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
従
来
良
由
を
扱
っ
た
研
究
や
後
代
の
顕
彰
に
お
い

て
も
必
ず
扱
わ
れ
る
事
蹟
で
あ
る
。

ま
た
③
に
つ
い
て
は
、
尾
張
藩
士
の
履
歴
を
ま
と
め
た
「
藩
士
名
寄
」
等
を
み
る

と
、
良
由
は
寛
保
二
年
三
月
に
良
啓
の
第
二
子
と
し
て
生
ま
れ
、
当
初
三
郎
九
郎
を
名

乗
っ
た
と
あ
る
。
天
明
元
年（
一
七
八
一
）一
〇
月
に
家
督
を
継
い
で
代
官
に
就
任
し
、

在
任
期
間
中
は
代
々
の
通
称
で
あ
る
甚
兵
衛
を
名
乗
っ
て
い
た
。
天
明
八
年
一
二
月
に

代
官
職
を
退
き
、
こ
れ
以
後
暫
く
は
三
郎
左
衛
門
の
通
称
を
使
用
し
た
。
ま
た
、
代
官

を
退
い
た
日
と
同
日
に
三
〇
〇
〇
石
の
知
行
を
藩
か
ら
新
た
に
下
さ
れ
、
尾
張
藩
年
寄

に
就
任
し
て
い
る
。
そ
し
て
寛
政
三
年
三
月
よ
り
江
戸
詰
を
命
じ
ら
れ
、
同
五
年
一
二

月
に
は
諸
大
夫
と
な
り
伊
勢
守
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
同
一
〇
年

一
二
月
に
は
病
気
を
理
由
に
隠
居
、
最
期
は
文
政
六
年
正
月
二
四
日
に
亡
く
な
っ
た
と

あ
る
。

〔
史
料
二
〕
で
記
さ
れ
た
内
容
と
比
較
し
て
み
る
と
、
時
期
や
名
称
は
若
干
異
な
る
も

の
の
、「
藩
士
名
寄
」
に
記
載
さ
れ
た
履
歴
と
も
概
ね
一
致
し
て
い
る
。
特
に
、「
藩
士

名
寄
」
の
記
述
を
参
照
す
る
と
、〔
史
料
二
〕
の
「
尾
府
輔
政
」
は
尾
張
藩
年
寄
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
山
村
家
歴
代
当
主
の
う
ち
、
尾
張
藩

年
寄
に
ま
で
就
任
し
て
い
る
人
物
は
良
由
の
み
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
後

代
良
由
が
顕
彰
さ
れ
る
所
以
は
、
こ
う
し
た
点
に
も
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
良
由
の
事
蹟
の
な
か
で
必
ず
取
り
上
げ
ら
れ
る
事
柄
の
う
ち
、
②
の
木
曽

代
官
と
し
て
の
治
世
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
後
代
の
編
纂
物
や
墓
碑
の
記
述
が
検
討

の
中
心
で
あ
り
、
同
時
代
の
史
料
か
ら
は
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
な
い
。
実

際
に
山
村
良
由
が
代
官
と
し
て
木
曽
で
ど
の
よ
う
な
治
世
を
敷
い
て
き
た
の
か
、
そ
し

て
良
由
自
身
が
ど
う
い
っ
た
人
物
だ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
得
る
史
料
が
、
本
稿
で

検
討
対
象
と
す
る
「
良
由
公
日
記
」
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
か
ら
史
料
を
引
用
す
る
際
は
、
特
に
断
り
が
な
い
限
り
こ
の
「
良
由
公

日
記
」
か
ら
の
引
用
と
し
、
註
に
は
冊
数
・
年
月
日
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
史
料
を
引
用
す
る
際
に
は
読
点
を
打
ち
、
旧
字
体
・
異
体
字
は
適
宜
新
字
体
に

改
め
た
。
史
料
中
の
傍
線
や
記
号
も
筆
者
に
よ
る
註
記
で
あ
る
。

二
　「
良
由
公
日
記
」
に
つ
い
て

日
記
の
具
体
的
な
記
事
を
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
は
「
良
由
公
日
記
」
の
概
要
に
つ

い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
。「
良
由
公
日
記
」
は
、
山
村
良
由
の
手
に
よ
っ
て
記
さ

れ
た
横
半
帳
形
式
の
日
記
で
、
全
二
三
冊
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
本
史
料
は
、
研
究
所

の
前
身
で
あ
る
徳
川
林
政
史
研
究
室
時
代
の
昭
和
三
年（
一
九
二
八
）七
月
か
ら
八
月
に

か
け
て
、
当
時
専
任
の
研
究
員
で
あ
っ
た
川
合
徳
太
郎
氏
が
、
大
正
一
四
年（
一
九
二
五
）

の
木
曽
・
飛
驒
方
面
の
古
文
書
調
査
を
補
完
す
る
目
的
で
実
施
し
た
調
査
で
収
集
し
た

史
料
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
史
料
の
末
尾
に
は
、「
木
曽
福
島　

山
村

梅
子
氏
寄
贈
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
昭
和
七
年
度
に
寄
贈
を
受
け
た
も
の
と

推
定
さ
れ
る
。
二
三
冊
そ
れ
ぞ
れ
の
収
録
年
代
と
表
題
、
良
由
が
日
記
を
記
し
た
場
所

（
良
由
の
滞
在
場
所
）に
つ
い
て
は
〔
表
1
〕
に
示
し
た
の
で
、
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

作
成
年
代
は
、
宝
暦
一
三
年（
一
七
六
三
）か
ら
天
明
八
年
ま
で
の
も
の
が
あ
り
、
良

由
が
木
曽
代
官
に
就
任
す
る
の
は
天
明
元
年
一
〇
月
、
代
官
を
辞
す
の
は
同
八
年
一
二

月
で
あ
る
た
め
、〔
表
1
〕
の
第
一
三
冊
か
ら
第
二
三
冊
ま
で
が
、
良
由
の
代
官
就
任

時
期
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
以
前
の
第
一
冊
か
ら
第
一
二
冊
ま
で
は
、
良
由

が
家
督
を
相
続
す
る
以
前
の
日
記
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
原
則
と
し
て
年
頭
儀
礼
に
出
席
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六
〇

冊数 時期 表題 作成（滞在）場所

第1冊 宝暦13年（1763）12月1日～
宝暦14年2月7日 尾州在留留書 名古屋

第2冊 明和2年（1765）11月30日～
明和3年正月21日 尾州仕（ママ、在ヵ）留留書 名古屋

第3冊 明和4年（1767）12月1日～
明和5年正月21日 丁亥之冬朝府記 名古屋→木曽福島

第4冊 明和6年（1769）12月15日～
明和7年2月8日 己巳之冬朝府籍 木曽福島→名古屋→木曽福島

第5冊 明和8年（1771）12月24日～
明和9年正月21日 辛卯冬朝府籍 木曽福島→名古屋→木曽福島

第6冊 安永元年（1772）12月21日～
安永2年正月22日 永安元壬辰 出府覚書 木曽福島→名古屋→木曽福島

第7冊 安永4年（1775）閏12月12日～
安永5年正月18日 安永四乙未冬 出府覚 木曽福島→名古屋→木曽福島

第8冊 安永8年（1779）12月18日～
安永9年正月28日 己亥冬 出府留帳 木曽福島→名古屋→木曽福島

第9冊 天明元年（1781）10月4日～
11月7日 家督ニ付名古屋出府留書 上 木曽福島→名古屋

第10冊 天明元年（1781）12月15日～
天明2年正月22日 天明元季辛巳冬之出府留帳 二ノ上 木曽福島→名古屋

第11冊 天明元年（1781）11月8日～ 28日 家督ニ付名古屋出府留書 下 名古屋→木曽福島

第12冊 天明2年（1782）正月20日～
4月26日 天明二季壬寅春出府留書 二ノ下 名古屋→木曽福島

第13冊 天明3年（1783）正月1日～
12月20日 天明三年 備忘記 木曽福島

第14冊 天明3年癸卯4月5日～ 5月19日 天明三年癸卯 夏四月六日ゟ五月十九日迄
尾州出府留書 三 名古屋

第15冊 天明3年癸卯12月18日～
天明4年正月7日

天明三癸卯 冬十二月
尾州出府留書 四 名古屋→木曽福島

第16冊 天明4年（1784）閏正月7日～
12月29日

天明四年甲辰 閏正月八日
日記 木曽福島

第17冊 天明5年（1785）正月1日～
10月17日

天明五年乙巳 正月
日記 木曽福島

第18冊 天明5年3月25日～ 5月20日 天明五年乙巳 春三月
尾州出府留書 五 名古屋→木曽福島

第19冊 天明5年11月26日～
天明6年3月9日

天明五年乙巳 十二月
尾州出府留書 六 名古屋→木曽福島

第20冊 天明6年（1786）4月3日～
5月7日

天明六年酉午 四月
宰相様初而上国ニ付、尾州出府留書 七 木曽福島→名古屋→木曽福島

第21冊 天明7年（1787）正月1日～
12月晦日

天明七年丁未 正月元日
日記 木曽福島

第22冊 天明8年（1788）正月1日～
10月20日

天明八年戌申 正月
日記 木曽福島

第23冊 天明8年10月5日～ 12月4日 天明八年戌申 冬十月
尾州出府覚書 八 終 木曽福島→名古屋

〔表1〕徳川林政史研究所所蔵「良由公日記」の収録年代・表題・作成（滞在）場所
　　　（林政史研究所収集史料1718-01～23）

※網掛けの項目は、代官として木曽福島に在留している時期に作成された日記を示す。



「
良
由
公
日
記
」
に
み
る
木
曽
代
官
山
村
良
由
の
治
世
・
人
物
像

六
一

す
る
た
め
に
名
古
屋
へ
出
張
し
て
い
る
年
末
か
ら
年
始
ま
で
の
期
間
し
か
残
っ
て
い
な

い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
日
記
が
記
さ
れ
て
い
る
場
所
も
、
基
本
的
に
は
名
古
屋
、
も

し
く
は
名
古
屋
か
ら
木
曽
福
島
ま
で
の
間
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
第
九
冊
・
一
一
冊
は
、
同
じ
年
に
作
成
さ
れ
て
い
る
第
一
〇
冊
・
一
二

冊
と
は
別
に
作
成
さ
れ
て
お
り
、「
家
督
ニ
付
名
古
屋
出
府
留
書
」
の
表
題
か
ら
も
窺

え
る
通
り
、
こ
れ
ら
は
良
由
が
家
督
を
相
続
す
る
に
あ
た
っ
て
、
名
古
屋
に
お
い
て
お

こ
な
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
手
続
き
や
儀
礼
な
ど
の
記
録
に
特
化
し
て
い
る
。
実
は
、
第
九

冊
の
冒
頭
に
は
父
で
あ
る
良
啓
が
天
明
元
年
九
月
に
「
及
老
年
不
行
歩
ニ
罷
成
、
其
上

物
覚
茂
悪
敷
、
持
病
之
癪
気
度
々
指
発
」
た
め
、
自
身
の
隠
居
と
家
督
を
子
の
良
由
に

相
続
さ
せ
た
い
旨
を
藩
へ
と
願
い
出
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
前
冊
に

あ
た
る
第
八
冊
の
冒
頭
に
も
、「
当
夏
ハ
御
尊
父
様
御
大
病
ニ
御
煩
被
遊
候
」
と
あ
る

た
め
、
こ
れ
ら
を
勘
案
す
れ
ば
、
良
啓
は
自
身
の
病
の
悪
化
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、

天
明
元
年
に
隠
居
を
決
意
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
第
一
三
冊
以
降
が
木
曽
福
島
で
代
官
を
務
め
て
い
た
時
期
の
日
記
で
あ

り
、
こ
の
冊
か
ら
木
曽
福
島
で
勤
務
し
て
い
る
期
間
の
日
記
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
良
由
は
木
曽
福
島
に
居
る
と
き
と
名
古
屋
へ
出
張
す
る
と
き
と
で
意
識
的
に
日
記

を
分
け
て
記
述
し
て
い
た
よ
う
で
、
日
記
中
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
窺
え
る
。

〔
史
料
三
〕

　
（
天
明
三
年
四
月
五
日
条
）

一　

明
日
尾
州
出
立
ニ
付
、
目
見
等
申
儀
、
出
府
留
ニ
見
申
候
、

　
　
　
（
中
略
）

　
　

同
六
日
ゟ
尾
州
江
出
府
之
留
ニ
記
ス
、

　
（
同
年
五
月
一
九
日
条
）

　
　

五
月
十
九
日 

尾
州
ゟ
帰
宅
、

〔
史
料
三
〕
の
第
一
三
冊
は
、
天
明
三
年
正
月
か
ら
一
二
月
ま
で
の
記
事
が
存
在
す

る
が
、
四
月
六
日
か
ら
五
月
一
九
日
ま
で
の
分
の
記
載
は
本
冊
に
は
収
録
さ
れ
て
お
ら

ず
、
第
一
四
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、〔
史
料
三
〕
傍
線
部
に
示
し
た
「
出

府
留
」「
尾
州
江
出
府
之
留
」
と
は
日
記
の
第
一
四
冊
の
こ
と
を
指
し
、
木
曽
福
島
に

い
る
と
き
と
名
古
屋
に
滞
在
し
て
い
る
と
き
と
で
分
か
れ
て
日
記
が
作
成
さ
れ
て
い

た
。
第
一
三
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る
四
月
五
日
の
記
事
の
後
は
、〔
史
料
三
〕
に
示
し

た
通
り
、
五
月
一
九
日
に
木
曽
福
島
へ
帰
宅
し
た
こ
と
の
み
が
記
さ
れ
て
お
り
、
本
格

的
な
記
事
は
翌
二
〇
日
か
ら
再
開
と
な
っ
て
い
る
。

〔
表
1
〕
を
み
て
み
る
と
、
良
由
が
名
古
屋
に
出
張
す
る
の
は
原
則
と
し
て
一
年
お

き
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
藩
主
徳
川
宗
睦
が
名
古
屋
に
入
る
時
期
と
相
応

し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
家
督
相
続
前
は
年
頭
儀
礼
に
出
席
す
る
た

め
、
前
年
の
年
末
か
ら
翌
年
の
年
始
ま
で
出
張
し
て
い
る
が
、
代
官
就
任
後
は
藩
主
で

あ
る
徳
川
宗
睦
が
江
戸
か
ら
尾
張
へ
入
国
す
る
時
期
に
合
わ
せ
て
良
由
も
ま
た
名
古
屋

入
り
を
し
て
お
り
、
時
期
は
概
ね
三
月
か
ら
五
月
の
間
と
な
っ
て
い
る
。

例
外
と
し
て
、
天
明
六
年
は
木
曽
福
島
へ
戻
っ
て
来
て
か
ら
ま
だ
間
も
な
い
四
月
六

日
に
再
び
名
古
屋
へ
向
け
て
出
立
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
時
宗
睦
の
養
嗣
子
と
な
っ

て
い
た
徳
川
治
行
が
急
遽
名
古
屋
入
り
す
る
こ
と
と
な
り
、
治
行
に
と
っ
て
は
こ
れ
が

初
入
国
で
も
あ
る
と
い
う
報
せ
を
受
け
て
の
も
の
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
相

当
す
る
第
二
〇
冊
で
は
、
そ
の
と
き
の
出
張
に
至
る
ま
で
の
過
程
や
準
備
な
ど
の
様
子

も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
の
第
二
三
冊
は
、
山
村
良
由
が
代
官
を
退
任
す
る
に

あ
た
っ
て
、
そ
れ
に
係
る
手
続
き
や
儀
礼
に
つ
い
て
の
記
録
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
良
由
が
名
古
屋
へ
出
張
し
て
い
る
際
の
記
事
の
特
徴
と
し
て
、
出
席
し
た
儀

礼
・
儀
式
な
ど
の
行
程
を
図
示
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、〔
写
真
1
〕

で
挙
げ
た
の
は
第
一
冊
の
宝
暦
一
四
年
正
月
三
日
条
に
記
さ
れ
た
「
謡
初
」
の
儀
式
に

（
27
）

（
28
）

（
29
）

（
30
）



「
良
由
公
日
記
」
に
み
る
木
曽
代
官
山
村
良
由
の
治
世
・
人
物
像

六
二

お
け
る
「
御
盃
頂
戴
」
で
の
行
程
図
で
あ
る
。
こ
の
図
に
は
、年
寄
衆
や
大
寄
合
番
頭
、

「
ウ
タ
イ
方
」「
ノ
ウ
太
夫
」
が
ど
の
位
置
に
着
座
し
、そ
の
な
か
で
「
ク
リ
出
シ
ノ
者
」

が
ど
の
位
置
で
盃
を
受
け
取
り
、
退
出
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
の
詳
細
が
示
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
第
三
冊
の
明
和
五
年（
一
七
六
八
）正
月
三
日
条
に
よ
れ
ば
、
良
由
ら
は

こ
の
日
に
建
中
寺
へ
参
詣
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、〔
写
真
2
〕
の
よ
う
に
、

境
内
を
俯
瞰
し
た
図
と
と
も
に
、
廻
っ
た
順
番
に
つ
い
て
も
数
字
で
示
し
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
は
、
武
家
儀
礼
・
儀
式
の
詳
細
を
後
代
に
ま
で
残
そ
う
と
す
る
意
識
が
窺
え
、

良
由
の
実
直
な
性
格
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
、「
良
由
公
日
記
」
の
概
要
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
き
た
。
日
記
の
時
期

は
宝
暦
一
三
年
か
ら
天
明
八
年
ま
で
と
な
っ
て
い
る
が
、「
良
由
公
日
記
」
は
そ
の
す

べ
て
の
時
期
を
網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
木
曽
代
官
就
任
前
は
名
古
屋
出
張
の

際
の
記
録
の
み
が
残
っ
て
い
た
り
、
父
良
啓
が
亡
く
な
っ
た
天
明
六
年
一
二
月
前
後
の

日
記
が
残
っ
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
な
ど
、
不
完
全
な
点
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
木

曽
代
官
就
任
前
後
の
山
村
良
由
の
動
向
、
お
よ
び
そ
の
当
時
の
木
曽
福
島
地
域
の
様
子

を
知
る
う
え
で
は
貴
重
な
一
次
史
料
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
、「
良

由
公
日
記
」
か
ら
木
曽
代
官
と
し
て
の
山
村
良
由
に
よ
る
地
域
支
配
の
様
相
や
人
物
像

に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
記
事
を
挙
げ
な
が
ら
紹
介
し
て
み
た
い
。

三
　「
良
由
公
日
記
」
に
み
る
山
村
良
由

（
一
）　

一
揆
・
騒
動
へ
の
対
処

先
述
の
通
り
、
日
記
は
山
村
良
由
が
木
曽
代
官
に
就
任
し
て
か
ら
退
任
す
る
ま
で
の

時
期
を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
り
、
良
由
が
木
曽
代
官
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
様
子
が

〔写真1〕第一冊、宝暦一四年正月三日条に記された
　　　　年頭の「謡初」の「御盃頂戴」の行程

〔写真2〕第三冊、明和五年正月三日条に
　　　　記された建中寺参詣の順路



「
良
由
公
日
記
」
に
み
る
木
曽
代
官
山
村
良
由
の
治
世
・
人
物
像

六
三

窺
え
る
記
事
が
多
く
み
ら
れ
る
。

山
村
家
が
木
曽
代
官
と
し
て
勤
務
す
る
に
あ
た
っ
て
最
も
重
視
さ
れ
て
い
た
職
務
の

一
つ
に
、
幕
府
の
関
所
番
と
し
て
の
勤
務
が
あ
っ
た
。
良
由
自
身
は
通
常
関
所
へ
何
日

か
出
向
い
て
、
そ
の
帰
り
に
興
禅
寺
や
長
福
寺
へ
と
参
詣
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、

関
所
近
辺
で
何
か
事
件
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
自
身
の
も
と
に
仕
え
て
い
た
役
人
た

ち
を
派
遣
す
る
な
ど
し
て
迅
速
に
対
応
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
た
と
え
ば
、
天

明
三
年
一
〇
月
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
み
ら
れ
る
。

〔
史
料
四
〕

（
天
明
三
年
一
〇
月
七
日
条
）

一　

今
晩
沢
田
与
惣
左
衛
門
用
事
相
済
、
宮
越
迄
罷
帰
候
処
、
上
州
辺
百
姓
騒
動

之
様
子
相
聞
候
付
、
逸
々
引
返
候
之
由
、
奈
良
井
ゟ
も
注
進
有
之
、
同
く
川
崎

次
郎
右
衛
門
差
遣
し
、
村
々
へ
も
心
得
方
為
申
渡
、
贄
川
加
番
三
村
与
惣
右
衛

門
申
付
ケ
遣
し
申
候
、

（
同
年
同
月
八
日
条
）

一　

上
州
騒
動
ニ
付
、
松
本
駅
防
ニ
而
、
口
々
江
固
メ
之
人
追
々
被
差
出
候
之
由
ニ

付
、
此
方
ゟ
も
桜
沢
御
境
迄
松
井
十
太
夫
・
沢
田
与
惣
左
衛
門
・
川
越
庄
左
衛

門
申
付
ヶ
差
出
候
、
足
軽
仲
間
二
十
四
人
遣
し
申
候
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
明
三
年
一
〇
月
七
日
に
宮
越
の
沢
田
与
惣
左
衛
門
が
用
事
を
済

ま
せ
て
同
地
へ
戻
っ
た
と
こ
ろ
、
上
野
国
の
辺
り
で
百
姓
た
ち
に
よ
る
騒
動
が
発
生
し

た
旨
を
聞
き
、
急
遽
福
島
へ
引
き
返
し
て
き
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
上
野
国
で
発

生
し
た
百
姓
た
ち
の
騒
動
と
は
、
こ
の
数
日
前
に
発
生
し
た
天
明
上
信
騒
動
の
こ
と
を

指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
安
中
藩
領
に
広
ま
っ
た
打
ち
こ
わ
し
騒
動
は
、
一
〇
月
二
日
に

は
信
州
佐
久
の
辺
り
ま
で
押
し
寄
せ
て
き
て
い
た
。
沢
田
与
惣
左
衛
門
が
ど
の
よ
う
な

立
場
に
い
た
人
物
な
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
用
事
を
済
ま
せ
た
後
に
宮
越
ま
で

戻
っ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
判
断
す
る
と
、
良
由
の
も
と
で
勤
務
し
て
い
た
在
地
の
役

人
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
与
惣
左
衛
門
か
ら
の
報
告
、
さ
ら
に
は
奈
良
井
宿
か

ら
も
事
件
に
つ
い
て
上
申
を
受
け
た
良
由
は
、
木
曽
谷
の
村
々
に
対
し
て
こ
の
件
に
つ

い
て
取
り
計
ら
う
よ
う
川
崎
次
郎
右
衛
門
を
通
じ
て
触
れ
廻
し
、
贄
川
宿
に
は
加
番
と

し
て
三
村
与
惣
右
衛
門
を
派
遣
し
て
い
る
。
さ
ら
に
翌
八
日
に
は
、
松
本
宿
の
防
備
を

目
的
に
人
数
の
派
遣
を
要
請
さ
れ
た
た
め
、
松
本
藩
領
と
尾
張
藩
領
の
境
界
に
当
た
る

桜
沢
ま
で
松
井
十
太
夫
・
沢
田
与
惣
左
衛
門
・
川
越
庄
左
衛
門
ら
に
命
じ
て
、
足
軽
仲

間
二
四
名
を
派
遣
し
て
い
る
。

結
局
、
こ
の
騒
動
は
幕
府
か
ら
兵
が
派
遣
さ
れ
、
追
分
宿
で
騒
動
に
加
わ
っ
た
百
姓

た
ち
が
捕
縛
さ
れ
て
一
九
日
に
は
収
束
し
て
い
る
た
め
、
本
格
的
に
木
曽
谷
の
村
々
に

ま
で
そ
の
影
響
が
波
及
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
良
由
は
在
地
の
役
人
た
ち
を
派
遣

し
て
村
へ
触
れ
を
廻
す
な
ど
、
関
所
や
周
辺
村
々
に
お
い
て
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
際

に
迅
速
な
対
応
を
図
っ
て
い
る
。

実
は
こ
れ
以
前
に
も
、
天
明
三
年
に
は
落
合
宿
で
百
姓
た
ち
が
徒
党
を
組
み
、
強
訴

を
お
こ
な
お
う
と
し
て
い
る
様
子
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
は
吟
味
方
で
あ
る
川
口
茂

右
衛
門
を
派
遣
し
て
収
束
を
試
み
た
よ
う
だ
が
、
川
口
が
病
気
を
患
っ
て
し
ま
っ
た
た

め
、
代
わ
り
に
用
人
で
あ
る
上
田
武
助
が
派
遣
さ
れ
て
事
態
は
収
束
へ
と
向
か
っ
て
い

る
。こ

の
よ
う
に
、
周
辺
地
域
に
お
け
る
一
揆
や
騒
動
に
対
し
て
、
良
由
は
自
身
の
下
に

仕
え
て
い
た
現
地
の
役
人
た
ち
を
派
遣
し
て
、
迅
速
に
事
態
の
収
束
を
図
ろ
う
と
し
て

い
る
。
良
由
の
一
連
の
対
応
か
ら
は
、
関
所
番
と
い
う
職
務
の
な
か
に
あ
っ
た
軍
事
的

な
側
面
を
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
既
に
田
原
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し

た
対
応
が
可
能
だ
っ
た
の
は
、
山
村
家
が
戦
国
期
以
来
の
在
地
領
主
で
、
当
該
地
域
を

熟
知
し
た
旧
臣
た
ち
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
背
景
を
持
っ
て
い
た
た
め
で
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六
四

あ
る
と
い
え
る
。
良
由
も
ま
た
、
木
曽
地
域
に
居
住
す
る
者
た
ち
を
役
人
と
し
て
登
用

し
、
彼
ら
の
力
を
借
り
な
が
ら
、
関
所
番
と
し
て
の
任
務
、
な
ら
び
に
木
曽
谷
の
支
配

を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
二
）　

林
政
・
林
業
と
の
関
わ
り

ま
た
、
林
政
・
林
業
と
の
関
わ
り
と
い
う
点
で
は
、
当
時
木
曽
材
木
奉
行
で
あ
っ
た

高
梨
十
郎
右
衛
門
が
、
福
島
近
く
に
位
置
す
る
原
野
村
の
巣
山
を
見
分
し
た
帰
り
に
良

由
の
元
へ
立
ち
寄
っ
た
り
、
同
じ
く
奉
行
だ
っ
た
津
金
新
兵
衛
が
挨
拶
の
た
め
に
良
由

の
元
を
訪
問
し
た
り
し
て
お
り
、
良
由
は
そ
の
度
に
「
吸
物
附
飯
」
等
で
彼
ら
を
饗
応

し
て
い
る
。
木
曽
材
木
奉
行
と
面
会
・
饗
応
す
る
際
に
は
、
良
由
の
嗣
子
で
あ
る
良た

か

喬て
る

（
三
郎
九
郎
）も
同
席
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
天
明
三
年
七
月
一
日
に
高
梨
十
郎
右

衛
門
が
来
訪
し
た
際
は
、
良
喬
が
「
不
快
ニ
付
」
良
由
の
み
が
面
会
し
て
い
る
。

な
お
、
天
明
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
は
、「
材
木
方
用
事
」
や
「
中
津
川
材
木
伐

出
」
の
た
め
、
尾
張
や
江
戸
か
ら
度
々
呼
び
出
し
を
受
け
て
お
り
、
良
由
は
そ
の
都
度

自
身
に
仕
え
て
い
た
沼
田
市
郎
兵
衛
や
高
瀬
新
助
、
石
作
駒
石
ら
を
担
当
者
に
任
命

し
、
彼
ら
を
同
地
へ
派
遣
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
期
間
内
に
は
、
江
戸
か
ら
栖
原
三

郎
兵
衛
の
手
代
で
あ
る
金
右
衛
門
や
柏
屋
治
兵
衛
、
栖
原
武
兵
衛
や
大
嶋
千
蔵
と
い
っ

た
人
物
が
先
述
の
「
材
木
方
用
事
」
や
「
中
津
川
材
木
伐
出
」
の
た
め
に
同
地
に
入
っ

て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
現
地
に
到
着
す
る
と
、
木
曽
福
島
ま
で
出
向

い
て
良
由
と
面
会
し
て
い
た
こ
と
も
判
明
す
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
栖
原
三
郎
兵
衛
や

栖
原
武
兵
衛
は
、
材
木
商
と
し
て
全
国
各
地
に
お
け
る
森
林
伐
採
の
請
負
事
業
を
展
開

し
て
い
た
栖
原
屋
の
一
族
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
と
き
中
津
川
近
辺
の
森
林
か
ら

材
木
と
な
る
木
々
の
伐
採
を
幕
府
や
藩
か
ら
請
け
負
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

以
上
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
尾
張
藩
に
よ
っ
て
木
曽
材
木
役
所
が
設
立
さ
れ
て
以

後
、
材
木
の
伐
採
・
運
送
を
管
轄
す
る
権
限
は
同
役
所
へ
移
っ
た
も
の
の
、
木
曽
谷
周

辺
地
域
か
ら
木
々
を
伐
採
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
同
地
を
支
配
す
る
山
村
家
に
対
し
て

も
伺
い
を
立
て
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
尾
張
や
江
戸
か
ら
「
材
木
伐

出
」
の
た
め
呼
び
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
そ
れ
と
同
様
の
目
的
で
材
木
商
と
思
し
き

人
物
た
ち
が
木
曽
に
入
っ
て
良
由
と
面
会
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
幕
府
や
藩
の

御
用
材
伐
採
に
関
し
て
は
、
依
然
と
し
て
同
地
域
に
お
け
る
山
村
家
の
支
配
権
限
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
こ
か
ら
は
、
木
曽
山
に
お
け
る
材
木
伐
採
等

の
監
督
権
が
移
っ
た
寛
文
・
享
保
期
以
後
も
、
山
村
家
が
同
地
域
に
お
け
る
林
政
・
林

業
に
全
く
関
与
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
尾
張
藩
の
木
曽
材
木
役
所
と

適
宜
相
談
・
調
整
を
し
な
が
ら
、
同
地
の
森
林
管
理
・
経
営
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が

窺
え
る
。（

三
）　

天
明
飢
饉
時
に
お
け
る
領
民
の
救
済

さ
ら
に
、
木
曽
谷
領
民
に
対
す
る
治
世
と
い
う
点
で
、
こ
れ
ま
で
は
伝
承
の
段
階
で

し
か
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
得
る
記
事
も
日
記
に

は
み
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
以
下
に
天
明
四
年
六
月
二
五
日
の
記
事
を
示
し
て

み
た
い
。

〔
史
料
五
〕

　
（
天
明
四
年
六
月
二
五
日
条
）

一　

当
年
谷
中
之
者
難
渋
之
者
多
有
之
、
万
一
又
候
凶
年
ニ
而
者
必
至
と
令
難
渋

申
、
其
上
悪
病
流
行
ニ
付
、
旁
於
黒
沢
一
七
日
十
八
神
道
之
祈
祷
申
付
ヶ
、
今

日
満
願
ニ
付
我
等
参
詣
、
供
上
田
武
助
、
医
塩
官
言
隆
・
原
藤
之
進
・
竹
中
市
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六
五

郎
ゟ
小
幡
伝
斎
、
役
士
小
嶋
小
十
郎
召
連
、
馬
道
具
・
万
箱
等
略
し
、
山
駕
籠

ニ
而
罷
越
候
、（
中
略
）五
ッ
前
頃
黒
沢
田
中
庄
屋
宅
江
着
、
朝
飯
給
、
衣
服
着
替

長
上
下
着
用
、
本
社
江
参
詣
、
祢
宜
若
狭
鳥
居
内
迄
出
迎
イ
、（
中
略
）拝
殿
江

上
リ
、
角
ミ
之
方
屏
風
立
有
之
処
ニ
着
座
、
武
助
・
言
隆
・
側
之
者
も
上
リ
並

居
申
候
、
手
水
も
致
し
申
候
、
湯
立
テ
神
楽
相
済
申
候
上
ニ
而
拝
礼
致
し
候
、

白
布
か
け
有
之
前
ニ
而
拝
し
申
候
、
其
上
ニ
而
御
神
酒
頂
戴
、
勿
論
側
之
者
酌

致
し
申
候
、
直
ニ
帰
り
申
候
、（
中
略
）祈
祷
始
ま
り
四
ッ
頃
ゟ
八
ッ
過
迄
か
か

り
申
候
、
相
済
又
々
壇
前
ニ
拝
礼
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
木
曽
谷
で
は
生
活
に
困
窮
し
た
者
が
多
く
発
生
し
、
こ
こ

で
再
び
凶
作
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
こ
れ
以
上
に
困
窮
す
る
事
態
を
招
い
て
し
ま
う
こ

と
、
さ
ら
に
悪
病
の
流
行
も
察
知
し
た
良
由
が
、
黒
沢
御
嶽
神
社
に
対
し
て
祈
祷
を
命

じ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
天
明
二
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
発
生
し
た
天
明
飢
饉
は
、
東
北

地
方
を
中
心
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
が
、
木
曽
谷
に
お
い
て
も
そ
の
影
響
が
お

よ
ん
で
い
た
。
こ
う
し
た
事
態
に
直
面
し
た
良
由
は
、
代
官
と
し
て
木
曽
谷
の
人
び
と

を
救
済
す
べ
く
、
具
体
的
に
祈
祷
と
い
う
形
で
被
害
の
拡
大
を
食
い
止
め
よ
う
と
し
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

〔
史
料
五
〕
の
六
月
二
五
日
は
七
日
間
か
け
て
実
施
さ
れ
た
祈
祷
の
最
終
日
だ
っ
た

よ
う
で
、
こ
の
日
は
良
由
自
身
も
黒
沢
御
嶽
神
社
に
参
詣
し
、
祈
祷
を
お
こ
な
っ
て
い

る
。
良
由
は
用
人
の
上
田
武
助
や
侍
医
の
塩
官
言
隆
ら
を
伴
い
、
早
朝
に
山
駕
籠
で
黒

沢
へ
と
向
か
っ
た
。
黒
沢
に
到
着
し
た
の
は
「
五
ッ
前
」（
午
前
七
時
前
）ご
ろ
で
、
良
由

は
現
地
の
庄
屋
宅
に
て
朝
食
を
済
ま
せ
、
そ
こ
で
衣
服
も
長
裃
へ
と
着
替
え
、
御
嶽
神

社
へ
と
参
詣
し
た
。
神
社
で
は
祢
宜
が
鳥
居
の
あ
た
り
ま
で
出
迎
え
、
そ
こ
か
ら
供
の

者
た
ち
と
と
も
に
拝
殿
へ
と
上
が
り
、「
湯
立
テ
神
楽
」
や
拝
礼
な
ど
を
済
ま
せ
て
い

る
。
こ
の
日
の
祈
祷
は
「
四
ッ
頃
」（
午
前
九
時
ご
ろ
）か
ら
「
八
ッ
過
」（
午
後
三
時
過
ぎ
）

ま
で
お
こ
な
わ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
良
由
に
よ
る
祈
祷
の
実
施
も
む
な
し
く
、
同
年
一
一
月
に
は

以
下
の
よ
う
な
事
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
。

〔
史
料
六
〕

　
（
天
明
四
年
一
一
月
二
三
日
条
）

一　

黒
川
・
西
野
・
末
川
疱
瘡
有
之
、
百
姓
共
難
渋
之
由
相
聞
候
ニ
付
、
内
々
ニ

而
願
行
寺
并
ニ
塩
官
言
隆
・
吉
沢
文
太
夫
相
廻
し
、
札
く
ば
り
茶
等
施
し
、
丸

薬
其
外
米
之
粉
・
衣
類
と
も
施
し
申
付
候
処
、
今
日
帰
着
、
願
行
寺
二
之
間
ニ

而
逢
、
其
外
奥
ニ
而
目
見
申
付
候
、

〔
史
料
六
〕
に
よ
れ
ば
、
木
曽
福
島
周
辺
に
位
置
す
る
黒
川
・
西
野
・
末
川
な
ど
で

疱
瘡
が
流
行
し
て
し
ま
い
、
同
地
域
の
百
姓
た
ち
は
生
活
が
苦
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
あ
る
。
疱
瘡
と
は
天
然
痘
の
別
名
で
、
近
世
を
通
じ
て
流
行
し
た
感
染
症
の
一
つ
で

あ
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
は
、
木
曽
谷
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
に
お
い
て
も
疱
瘡
が

流
行
し
て
い
た
よ
う
で
、
前
年
の
天
明
三
年
に
は
、
濃
州
三
ヶ
村（
裏
木
曽
三
ヶ
村
）の

加
子
母
村
に
お
い
て
も
疱
瘡
が
大
流
行
し
、
御
山
守
内
木
彦
七
の
分
家
で
は
大
人
全
員

が
疱
瘡
に
罹
り
亡
く
な
る
な
ど
の
被
害
が
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
良
由
は
内
々
に

願
行
寺
や
塩
官
言
隆
ら
に
命
じ
、
黒
川
・
西
野
・
末
川
で
困
窮
し
て
い
る
百
姓
た
ち
に

対
し
護
符
や
茶
、
丸
薬
・
米
粉
・
衣
類
な
ど
を
配
布
し
た
。
こ
れ
ら
作
業
は
同
日
の
う

ち
に
終
了
し
た
よ
う
で
、
良
由
は
廻
村
後
の
彼
ら
と
願
行
寺
の
二
の
間
で
面
会
し
て
い

る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
林
董
一
氏
も
既
に
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
こ
れ
よ
り
三
年
後
の
天
明
七
年
二

月
一
六
日
に
は
、「
木
曽
谷
凶
年
」
の
た
め
、
今
度
は
良
由
自
ら
が
村
を
廻
っ
て
「
少
々

之
施
」
を
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
日
後
の
一
八
日
に
は
「
福
嶋
村
窮
民

江
米
施
し
」
と
あ
り
、
良
由
は
こ
う
し
た
廻
村
を
三
月
七
日
ま
で
続
け
て
い
る
。
こ
こ
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六

か
ら
は
山
村
良
由
の
事
蹟
と
し
て
後
代
伝
え
ら
れ
る
天
明
飢
饉
時
に
お
け
る
対
応
と
ほ

ぼ
同
様
の
こ
と
を
、
実
際
に
良
由
自
ら
が
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
山
村
良
由
は
後
代
伝
え
ら
れ
る
通
り
、
天
明
飢
饉
時
に
木
曽
谷
領

民
た
ち
の
救
済
を
実
際
に
お
こ
な
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
良
由
が

後
代
顕
彰
さ
れ
る
理
由
と
し
て
は
、
良
由
が
村
を
廻
っ
て
人
び
と
に
施
し
を
し
た
点
に

焦
点
が
当
て
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
前
段
階

と
し
て
飢
饉
と
悪
病
平
癒
の
た
め
の
祈
祷
を
黒
沢
御
嶽
神
社
に
命
じ
た
り
、
そ
れ
が
叶

わ
な
か
っ
た
際
に
護
符
や
薬
を
配
布
さ
せ
た
り
す
る
な
ど
の
行
為
も
し
て
い
た
。
こ
の

こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
日
記
は
後
代
伝
え
ら
れ
て
い
る
良
由
の
事
蹟
を
裏
付
け
る
ば
か

り
で
は
な
く
、
具
体
的
且
つ
詳
細
に
そ
の
行
為
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

と
い
え
る
。（

四
）　

良
由
の
嗜
好
・
信
仰

と
こ
ろ
で
日
記
に
は
、
木
曽
地
域
で
発
生
し
た
事
件
へ
の
対
処
や
領
民
た
ち
に
対
す

る
支
配
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
記
事
も
多
く
み
ら
れ
る
が
、
良
由
自
身
の
嗜
好
や
信

仰
を
窺
わ
せ
る
記
事
も
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
記
事
か
ら
は
良
由
が
好
ん

で
お
こ
な
っ
て
い
た
あ
る
遊
芸
の
存
在
が
見
て
取
れ
る
。

〔
史
料
七
〕

　
（
天
明
三
年
六
月
二
五
日
条
）

　

一　

昼
頃
ゟ
黒
川
渡
ヘ
罷
越
、
碁
有
之
候
、

　
（
同
年
六
月
二
八
日
条
）

一　

願
行
寺
被
出
、
於
二
之
間
逢
申
候
、
是
に
て
近
々
寺
ニ
而
碁
会
被
催
候
付
、

右
之
日
限
伺
ニ
被
出
候
、

　
（
同
年
七
月
二
日
条
）

一　

願
行
寺
碁
会
有
之
候
、
昼
過
ゟ
登
申
候
、
興
禅
寺
・
長
福
寺
・
吉
田
・
友

見
・
馬
嶋
・
松
沢
・
里
川
も
参
申
候
、
茶
漬
振
廻
暮
過
頃
帰
ル
、
尤
大
旦
那
様

被
為
入
、
三
郎
九
郎
も
罷
越
候
、

　
（
同
年
八
月
一
一
日
条
）

　

一　

興
禅
寺
江
罷
越
、
碁
有
之
候
、

　
（
同
年
同
月
一
三
日
条
）

　

一　

興
禅
寺
江
参
詣
、

一　

爰
ゟ
於
下
屋
敷
碁
有
之
候
、
吉
村
定
左
衛
門
・
高
瀬
文
左
衛
門
虫
干
相
済
、

目
見
申
付
候
、

山
村
良
由
が
嗜
ん
で
い
た
遊
芸
と
は
、
碁
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、〔
史
料
七
〕
は
天

明
三
年
に
記
さ
れ
た
一
連
の
記
事
だ
が
、
六
月
二
五
日
に
は
黒
川
の
あ
た
り
ま
で
碁
を

打
ち
に
行
き
、
そ
の
三
日
後
に
願
行
寺
が
良
由
に
面
会
し
た
際
に
は
、
近
い
う
ち
に
同

寺
で
碁
会
が
開
催
さ
れ
る
旨
を
聞
き
つ
け
、
そ
の
日
程
を
問
い
合
わ
せ
て
い
る
。
願
行

寺
に
て
お
こ
な
わ
れ
る
碁
会
は
そ
の
数
日
後
の
七
月
二
日
に
催
さ
れ
た
よ
う
で
、
良
由

は
昼
過
ぎ
に
願
行
寺
に
赴
い
て
い
る
。
興
禅
寺
・
長
福
寺
を
は
じ
め
と
す
る
参
加
者
も

集
ま
り
、
暮
れ
過
ぎ
に
そ
れ
ら
を
終
え
て
帰
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
翌
月
に
は
自
身
の

菩
提
寺
で
も
あ
る
興
禅
寺
に
訪
れ
た
際
に
碁
を
打
ち
、
そ
の
二
日
後
に
は
下
屋
敷
に
お

い
て
碁
を
打
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、〔
史
料
七
〕
で
示
し
た
天
明
三
年
の
あ
る
一
定
期
間
を
示
し
た
だ
け

で
も
、
良
由
は
頻
繁
に
碁
を
打
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
以
外
に

も
、
名
古
屋
へ
出
張
し
た
折
に
来
訪
し
た
役
人
や
寺
僧
た
ち
と
と
も
に
碁
を
打
っ
て
い

る
姿
が
確
認
で
き
る
。

実
は
、
山
村
家
で
は
代
々
当
主
が
碁
を
嗜
ん
で
い
た
よ
う
で
、
歴
代
の
山
村
家
の
肖

（
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六
七

像
画
に
も
、
そ
の
背
景
に
碁
盤
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。
ま
た
、
濃
州

三
ヶ
村（
裏
木
曽
三
ヶ
村
）の
加
子
母
村
で
尾
張
藩
の
御
山
守
に
就
任
し
て
き
た
内
木
家

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
御
山
方
御
用
幷
諸
事
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
安
永
三
年
六
月
に
父

良
啓
が
「
碁
盤
相
成
候
四
方
木
口
之
榧
」
を
要
求
し
、
付
知
村
の
忠
五
郎
な
る
人
物
に

対
し
そ
れ
を
探
し
求
め
る
よ
う
依
頼
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

点
か
ら
考
え
て
も
、
山
村
家
で
は
自
身
の
趣
味
・
嗜
好
と
し
て
、
碁
打
ち
が
代
々
お
こ

な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

ま
た
、
現
在
も
残
る
山
村
家
の
下
屋
敷
に
は
、
同
家
の
守
り
神
と
し
て
稲
荷
社
が
設

置
さ
れ
て
い
る
。
良
由
も
ま
た
、
家
の
守
り
神
で
あ
る
稲
荷
を
厚
く
信
仰
し
て
い
た
よ

う
で
、
以
下
に
示
す
史
料
か
ら
も
そ
れ
が
判
明
す
る
。

〔
史
料
八
〕

　
（
天
明
三
年
九
月
一
六
日
条
）

一　

昼
ゟ
上
之
稲
荷
江
参
詣
、
先
般
御
尊
父
様
御
□

（
塗
り
潰
し
）

□
病
気
御
全
快
、
御
礼
百

度
参
り
い
た
し
、
古
畑
市
左
衛
門
・
秋
田
勘
助
・
八
木
嘉
兵
衛
出
セ
申
候
、

先
述
の
通
り
、
良
由
の
父
良
啓
は
天
明
元
年
九
月
の
段
階
で
、
病
気
を
理
由
に
隠
居

を
願
い
出
て
い
る
。
良
啓
が
亡
く
な
る
の
は
天
明
六
年
一
二
月
だ
が
、
亡
く
な
る
ま
で

の
間
は
や
は
り
度
々
病
に
罹
っ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
都
度
良
由
は
自
家
の
守
り
神
で

あ
る
稲
荷
に
病
気
の
快
癒
を
祈
念
し
て
い
た
。〔
史
料
八
〕
で
は
、
そ
の
甲
斐
も
あ
っ

て
全
快
と
な
り
、
そ
の
御
礼
と
し
て
「
百
度
参
り
」
を
実
施
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
か
ら
は
、
良
由
自
身
が
自
家
の
守
り
神
で
あ
る
稲
荷
を
厚
く
信
仰
し
て
い
た

こ
と
、
加
え
て
自
身
の
親
を
尊
敬
し
大
切
に
す
る
良
由
の
人
柄
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

本
稿
で
は
、
木
曽
代
官
山
村
家
九
代
の
山
村
良
由
の
日
記
か
ら
、
良
由
の
木
曽
地
域

に
お
け
る
治
世
と
人
物
像
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

従
来
、
木
曽
地
域
に
お
け
る
山
村
良
由
の
治
世
の
様
相
は
、
後
代
に
良
由
を
顕
彰
す

る
目
的
で
編
纂
さ
れ
た
事
蹟
録
や
墓
碑
な
ど
か
ら
検
討
さ
れ
て
き
て
お
り
、
同
時
代
の

史
料
か
ら
は
あ
ま
り
分
析
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
山
村
良
由
の
日
記
を
み
て

み
る
と
、
良
由
は
現
地
に
居
住
す
る
役
人
た
ち
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
幕
府
か
ら
預

か
っ
て
い
る
関
所
番
と
し
て
の
勤
務
や
木
曽
谷
村
々
の
支
配
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
。
山
村
家
の
職
務
で
あ
る
関
所
番
は
、
そ
の
職
務
上
軍
事
的
な
側
面
を
併

せ
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
任
に
就
く
者
は
、
地
域
に
居
住
す
る
人
び
と
を
ま
と
め
ら

れ
る
性
質
を
持
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
在
地
領
主
と
し
て
の
背
景

を
持
つ
山
村
家
が
代
々
そ
の
任
に
就
い
て
き
て
お
り
、
山
村
良
由
も
ま
た
、
地
域
に
居

住
す
る
者
た
ち
を
役
人
と
し
て
抱
え
、
彼
ら
の
協
力
を
得
な
が
ら
同
地
域
を
支
配
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
林
政
・
林
業
の
視
点
か
ら
い
え
ば
、
木
曽
材
木
役
所
に
伐
採

等
の
監
督
権
が
移
っ
た
後
も
、
木
曽
山
か
ら
の
木
々
の
伐
採
に
関
し
て
は
依
然
と
し
て

関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
も
地
域
支
配
を
担
っ
て
い
た
代

官
や
関
所
番
と
し
て
の
性
質
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
事
蹟
録
な
ど
に
お
い
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
飢
饉
時
に
お
け
る
救
済

に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
事
実
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
と
と
も
に
、
よ
り
具
体
的
か

つ
詳
細
に
そ
の
様
相
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
日
記
の
記
事
か
ら
は
、
儀
礼
の
行
程

を
絵
図
に
残
そ
う
と
す
る
実
直
な
姿
や
、
信
仰
心
の
厚
い
人
物
像
な
ど
も
垣
間
見
る
こ

と
も
で
き
、
山
村
良
由
が
後
代
顕
彰
さ
れ
得
る
性
質
や
所
以
は
、
同
時
代
の
史
料
か
ら
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八

（
10
）　

四
代
山
村
良
豊
の
二
男
で
あ
る
良
尚
を
祖
と
す
る
家
系
。
良
尚
は
寛
文
四
年（
一
六
六
四
）

閏
五
月
二
一
日
に
幕
府
御
書
院
番
に
召
さ
れ
、
同
六
年
一
二
月
に
三
〇
〇
俵
を
与
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
後
、
元
禄
六
年（
一
六
九
三
）五
月
一
五
日
に
御
小
納
戸
頭
、
同
一
〇
年
五
月
一
一
日
に

西
城
御
裏
門
番
頭
、
同
一
二
年
閏
九
月
一
日
に
御
先
鉄
砲
頭
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
良
啓
は
良

尚
の
孫
に
当
た
る（『
新
訂 

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
一
〇
巻
、
三
一
四
～
三
一
五
頁
、
前
掲
註
四

『
木
曽
福
島
町
史
』、
二
二
一
～
二
二
二
頁
・
二
二
九
～
二
三
〇
頁
参
照
）。

（
11
）　

服
部
直
子
「
木
曽
代
官
山
村
家
の
俳
諧
交
流
─
木
曽
と
江
戸
─
」（『
連
歌
俳
諧
研
究
』
第
一

〇
〇
号
、
二
〇
〇
一
年
）、
同
「
木
曽
と
名
古
屋
─
木
曽
代
官
山
村
家
の
俳
諧
交
流（
二
）─
」（『
東

海
近
世
』
第
一
二
号
、
二
〇
〇
一
年
）、
同
「
尾
張
俳
壇
と
山
村
良
啓
─
木
曽
代
官
山
村
家
の
俳

諧
交
流（
三
）─
」（『
東
海
地
域
文
化
研
究
』
第
一
三
号
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
12
）　

井
口
利
夫
『
山
村
蘇
門
：
細
井
平
洲
先
生
・
山
村
蘇
門
公
サ
ミ
ッ
ト
開
催
記
念（
ブ
ッ
ク

レ
ッ
ト
一
）』（
木
曽
福
島
町
教
育
委
員
会
、
一
九
九
九
年
）、
牛
丸
景
太
『
蘇
門
公
を
ご
存
じ
で

す
か
？ D

o you know
 SO

M
O

N
?

』（
木
曽
町
商
工
会
木
曽
福
島
支
部
、
二
〇
二
三
年
）等
。
な

お
、
令
和
五
年（
二
〇
二
三
）は
山
村
良
由
没
後
二
〇
〇
年
を
記
念
し
て
、
木
曽
町
を
中
心
に
種
々

の
企
画
・
行
事
が
催
さ
れ
た
。
特
に
山
村
代
官
屋
敷
で
は
、
木
曽
町
と
同
町
教
育
委
員
会
の
主

催
で
企
画
展
「
没
後
二
〇
〇
年 

木
曽
の
名
君 

山
村
蘇
門 

交
流
と
探
求
の
足
跡
」（
開
催
期
間
は

令
和
五
年
一
〇
月
二
八
日
～
一
二
月
一
七
日
）が
開
催
さ
れ
た
。

（
13
）　

前
掲
註
六
林
氏
著
書
、
六
三
～
八
五
頁
。

（
14
）　

同
前
、
八
三
頁
。

（
15
）　

前
掲
註
九
「
山
村
甚
兵
衛
良
由
之
事
蹟
」
所
収
。

（
16
）　

山
村
良
由
が
使
用
し
た
書
斎
が
「
清
音
楼
」
と
い
う
名
で
、
良
由
は
こ
の
名
を
お
も
に
漢

詩
文
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
使
用
し
て
い
る
。

（
17
）　

陸
奥
国
三
春
藩
出
身
の
儒
者
。
岡
崎
藩
や
唐
津
藩
に
仕
え
、
良
由
が
三
五
歳
だ
っ
た
安
永

五
年（
一
七
七
六
）に
亡
く
な
っ
た（
前
掲
註
一
二
井
口
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、
三
四
～
三
六
頁
等
を
参

照
）。

（
18
）　

寛
保
元
年（
一
七
四
一
）、
山
村
家
家
臣
井
沢
喜
兵
衛
の
家
に
生
ま
れ
る
。
後
掲
の
南
宮
大

湫
に
師
事
し
、
大
湫
か
ら
「
翠
山
楼
」
の
書
を
も
ら
っ
た
こ
と
か
ら
、
自
身
が
編
纂
し
た
漢
詩

集
に
も
こ
の
名
を
冠
し
て
い
る（
同
前
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、
四
四
～
四
八
頁
等
を
参
照
）。
な
お
、

「
駒
石
」
は
号
で
あ
り
、「
良
由
公
日
記
」
に
は
通
称
の
貞
一
郎（
定
市
郎
）の
名
で
度
々
登
場
し

註（
1
）　
「
山
村
家
譜
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
収
集
史
料
一
三
八
）等
を
参
照
。
以
下
、
本
稿
で
は

「
徳
川
林
政
史
研
究
所
収
集
史
料
」
を
「
林
」
と
略
記
。

（
2
）　

徳
川
林
政
史
研
究
所
編
『
史
料
纂
集 
古
記
録
編 

源
敬
様
御
代
御
記
録
』
第
一（
八
木
書
店
、

二
〇
一
五
年
）、
元
和
元
年
八
月
一
〇
日
条
。

（
3
）　

同
前
『
源
敬
様
御
代
御
記
録
』
第
二（
八
木
書
店
、
二
〇
一
六
年
）、
寛
永
五
年
二
月
八
日

条
・
同
年
一
二
月
条
・
寛
永
一
三
年
三
月
一
四
日
条
、
同
前
『
瑞
龍
公
実
録
』（
八
木
書
店
、
二

〇
二
二
年
）、
寛
文
五
年
正
月
一
四
日
条
等
を
参
照
。

（
4
）　

木
曽
福
島
町
教
育
委
員
会
編
『
木
曽
福
島
町
史
』
第
一
巻（
歴
史
編
）（
木
曽
福
島
町
、
一
九

八
二
年
）、
二
二
三
～
二
二
九
頁
等
を
参
照
。

（
5
）　

林
董
一
「
山
村
甚
兵
衛
と
千
村
平
右
衛
門
─
わ
が
近
世
封
建
制
に
お
け
る
二
重
封
臣
関
係

に
つ
い
て
─
」（『
法
制
史
研
究
』
第
九
巻
、
法
制
史
学
会
、
一
九
五
九
年
）、
田
原
昇
「
山
村
甚

兵
衛
家
に
よ
る
木
曽
山
支
配
の
様
相
─
御
関
所
御
預
と
植
林
と
の
関
係
か
ら
─
」（
徳
川
林
政
史

研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
四
一
号
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
6
）　 

徳
川
義
親
『
木
曽
山
』（
私
家
版
、
一
九
一
五
年
）、
前
掲
註
林
氏
論
文
、
林
董
一
『
尾
張

藩
公
法
史
の
研
究
』（
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
六
二
年
）、
所
三
男
『
近
世
林
業
史
の
研
究
』（
吉

川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
）。

（
7
）　

新
見
吉
治
「
版
籍
奉
還
と
木
曽
福
島
山
村
家
」（『
信
濃
』
第
八
巻
第
一
一
号
、一
九
五
六
年
、

後
に
林
董
一
編
『
尾
張
藩
家
臣
団
の
研
究
』〔
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
〕
所
収
）。

（
8
）　 

前
掲
註
五
田
原
氏
論
文
。

（
9
）　
「
山
村
甚
兵
衛
良
由
之
事
蹟
」（
林
九
〇
一
）所
収
、「
御
記
録
抜
書
」
宝
暦
四
年
正
月
一
五
日

条
よ
り
。

み
て
も
、
名
実
と
も
に
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

但
し
、
本
稿
で
検
討
し
た
の
は
あ
く
ま
で
日
記
の
一
部
で
あ
り
、
た
と
え
ば
名
古
屋

出
張
時
の
良
由
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
今
回
十
分
な
分
析
が
加
え
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
こ
れ
ら
分
析
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
、
山
村
良
由
に
よ
る
地
域
支
配

の
実
態
や
人
物
像
に
つ
い
て
よ
り
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。



「
良
由
公
日
記
」
に
み
る
木
曽
代
官
山
村
良
由
の
治
世
・
人
物
像

六
九

て
い
る
。

（
19
）　

美
濃
国
今
尾
出
身
の
漢
学
者
。
南
宮
大
湫
の
実
家
は
元
来
尾
張
藩
の
付
家
老
で
あ
る
竹
腰

家
に
仕
え
て
い
た
が
、
自
身
は
病
弱
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
学
問
を
志
す
よ
う
に
な
り
、
中
西

淡
淵
の
も
と
で
学
ぶ
よ
う
に
な
る
。
後
に
桑
名
へ
移
り
、そ
こ
で
南
宮
姓
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ

た
。
同
門
に
細
井
平
洲
が
お
り
、
平
洲
の
勧
め
で
江
戸
に
塾
を
開
い
た
。
前
掲
の
石
作
駒
石
の

師
で
も
あ
り
、
駒
石
を
通
じ
て
良
由
と
も
交
流
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た（
同
前
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、

三
九
～
四
〇
頁
等
を
参
照
）。

（
20
）　

こ
の
逸
話
は
、
郷
里
で
あ
る
木
曽
の
地
を
誇
り
に
思
っ
て
い
た
良
由
が
、
そ
れ
を
蔑
む
幕

臣（
旗
本
）に
対
し
て
理
性
を
以
て
抗
議
し
た
例
と
し
て
後
代
伝
え
ら
れ
る
話
で
も
あ
る（
前
掲
註

一
二
牛
丸
氏
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、
二
六
～
二
七
頁
参
照
）。

（
21
）　

前
掲
註
九
「
山
村
甚
兵
衛
良
由
之
事
蹟
」
所
収
。

（
22
）　

前
掲
註
一
二
井
口
・
牛
丸
両
氏
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、
企
画
展
展
示
資
料
目
録
等
を
参
照
。

（
23
）　
「
藩
士
名
寄
」
二
五（
徳
川
林
政
史
研
究
所
旧
蓬
左
文
庫
所
蔵
史
料
一
四
〇
─
四
）、
前
掲
註

一
「
山
村
家
譜
」、
前
掲
註
四
『
木
曽
福
島
町
史
』、
一
九
一
～
一
九
八
頁
・
二
三
〇
～
二
三
二

頁
。

（
24
）　

前
掲
註
六
林
氏
著
書
、
七
八
頁
に
よ
れ
ば
、
山
村
家
は
尾
張
藩
か
ら
大
寄
合
の
地
位
を
与

え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
は
「
殆
ど
内
容
の
な
い
閑
職
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
良
由
が
尾
張
藩
年
寄
に
抜
擢
さ
れ
た
の
は
、「
良
由
公
日
記
」

第
二
三
冊
の
記
述
に「
非
常
之
儀
」と
あ
る
た
め
、本
人
か
ら
し
て
も
思
い
が
け
な
い
こ
と
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

（
25
）　
「
木
曽
山
借
用
書
類
控
」、「
製
本
控
帳
」、
藤
田
英
昭
「
侯
爵
徳
川
義
親
と
徳
川
林
政
史
研

究
所
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
五
七
号
〔『
金
鯱
叢
書
』
第
五
〇
号
所
収
〕、
二

〇
二
三
年
）、
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会 

徳
川
林
政
史
研
究
所
編
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
開

設
一
〇
〇
周
年
記
念 

徳
川
義
親
と
徳
川
林
政
史
研
究
所
』（
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会 

徳
川

林
政
史
研
究
所
、
二
〇
二
三
年
）。

（
26
）　

前
掲
註
「
製
本
控
帳
」、
同
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
開
設
一
〇
〇
周
年
記
念 

徳
川
義
親
と

徳
川
林
政
史
研
究
所
』、
一
三
頁
。

（
27
）　

第
九
冊
、
天
明
元
年
九
月
条
。

（
28
）　

第
八
冊
、
安
永
八
年（
一
七
七
九
）一
二
月
条
。

（
29
）　

第
一
三
冊
。

（
30
）　

第
二
〇
冊
、
冒
頭
頁
所
収
の
千
村
平
右
衛
門
か
ら
の
書
状
写
を
参
照
。

（
31
）　

第
一
三
冊
、
天
明
三
年
二
月
二
〇
日
条
・
三
月
一
八
日
、
第
一
六
冊
、
天
明
四
年
三
月
一
三

日
条
・
七
月
一
一
日
等
を
参
照
。

（
32
）　

第
一
三
冊
。

（
33
）　

長
野
県
編
『
長
野
県
史
』
通
史
編
第
六
巻（
近
世
三
）（
社
団
法
人
長
野
県
史
刊
行
会
、
一
九

八
九
年
）、
二
二
～
二
三
頁
。

（
34
）　

同
前
、
二
五
～
二
六
頁
。

（
35
）　

第
二
〇
冊
、
冒
頭
頁
参
照
。

（
36
）　

第
一
三
冊
、
天
明
三
年
二
月
一
七
日
・
一
九
日
・
二
三
日
条
。

（
37
）　

前
掲
註
五
田
原
氏
論
文
、
一
六
～
一
八
頁
参
照
。

（
38
）　

天
明
元
年
九
月
一
八
日
か
ら
同
四
年
一
〇
月
九
日
ま
で
在
任（
名
古
屋
市
立
博
物
館
編
『
尾

張
藩
史
料
の
お
も
し
ろ
さ 

原
典
を
調
べ
る
』
名
古
屋
市
博
物
館
、
二
〇
〇
四
年
、
二
四
四
～
二

四
五
頁
参
照
）。

（
39
）　

第
一
六
冊
、
天
明
四
年
四
月
七
日
条
。

（
40
）　

天
明
四
年
二
月
二
〇
日
か
ら
寛
政
六
年
六
月
二
〇
日
ま
で
在
任（「
藩
士
名
寄
」
一
九
〔
林

四
一
四
─
一
九
〕、
同
前
『
尾
張
藩
史
料
の
お
も
し
ろ
さ 

原
典
を
調
べ
る
』、
同
頁
を
参
照
）。

（
41
）　

第
一
六
冊
、
天
明
四
年
五
月
三
日
条
。

（
42
）　

第
一
三
冊
、
天
明
三
年
七
月
朔
日
条
等
を
参
照
。

（
43
）　

同
前
、
天
明
三
年
七
月
朔
日
条
。

（
44
）　

同
前
、
天
明
三
年
正
月
一
一
日
条
・
同
一
九
日
条
・
九
月
一
〇
日
条
、
第
一
六
冊
、
天
明
四

年
三
月
一
九
日
条
等
を
参
照
。

（
45
）　

同
前
、
天
明
三
年
三
月
一
五
日
条
・
九
月
一
八
日
条
、
第
一
六
冊
、
天
明
四
年
五
月
一
三

日
条
。

（
46
）　

平
工
剛
郎
『
北
の
漂
泊
者 

飛
驒
屋
久
兵
衛
』（
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
六
年
）

等
を
参
照
。

（
47
）　

第
一
六
冊
。

（
48
）　

第
一
八
冊
、
冒
頭
頁
参
照
。

（
49
）　

第
一
六
冊
。



「
良
由
公
日
記
」
に
み
る
木
曽
代
官
山
村
良
由
の
治
世
・
人
物
像

七
〇

（
50
）　

太
田
尚
宏
「〈
病
〉
と
向
き
合
う
村
び
と
た
ち
の
知
恵
─
あ
る
山
村
の
日
記
か
ら
」（
ロ
バ
ー

ト
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
編
著
『
日
本
古
典
と
感
染
症
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、 

二
〇
二
一
年
所
収
）、

二
四
四
～
二
四
六
頁
参
照
。

（
51
）　

第
二
一
冊
、
天
明
七
年
二
月
一
六
日
条
。
な
お
、
林
氏
は
前
掲
註
六
の
著
書
に
お
い
て
良

由
が
廻
村
し
た
日
を
二
六
日
と
し
て
い
る
が
、
一
六
日
の
誤
り
で
あ
る
。

（
52
）　

第
二
一
冊
、
天
明
七
年
二
月
一
八
日
条
、
前
掲
註
六
林
氏
著
書
、
八
三
～
八
四
頁
を
参
照
。

（
53
）　

い
ず
れ
も
第
一
三
冊
。

（
54
）　

第
一
八
冊
、
天
明
五
年
四
月
二
七
日
条
、
第
二
〇
冊
、
天
明
六
年
四
月
二
四
日
条
等
を
参

照
。

（
55
）　

木
曽
町
教
育
委
員
会
牛
丸
景
太
氏
か
ら
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
56
）　

安
永
三
年
「
御
山
方
御
用
幷
諸
事
日
記
」（
内
木
家
Ｂ
六
三
─
一
六
）、
六
月
一
日
条
、
拙
稿

「
碁
盤
の
製
作
と
御
山
守
内
木
家
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
五
七
号
〔『
金
鯱
叢

書
』
第
五
〇
輯
所
収
〕）、
淺
井
良
亮
・
萱
場
真
仁
『
林
政
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト 

尾
張
藩
の
林
政
と

森
林
文
化
六 

自
然
の
脅
威
と
樹
木
の
活
用
』（
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会 

徳
川
林
政
史
研
究

所
、
二
〇
二
三
年
）。

（
57
）　

第
一
三
冊
。

〔
附
記
〕

　

本
稿
は
、
令
和
五
年
五
月
一
二
日
に
木
曽
町
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
多
目
的
ホ
ー
ル
に
て
開
催
さ

れ
た
令
和
五
年
度
木
曽
学
講
座
第
一
回
に
て
、
筆
者
が
講
演
し
た
内
容
を
も
と
に
加
筆
・
修
正
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。
講
演
当
日
に
至
る
ま
で
、
木
曽
町
教
育
委
員
会
の
牛
丸
景
太
氏
を
は
じ
め
、

関
係
各
位
に
は
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
末
筆
な
が
ら
、
こ
こ
に
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。


